
第２９回  原子力委員会定例会議議事録 
 
１．日  時    平成８年４月２３日（火）１０：３０～ 
 
２．場  所    委員会会議室 
 
３．議  題 
      （１）動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工 
            の事業の変更の許可について（答申） 
      （２）京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更（研究用原子炉施設の変更） 
            について（答申） 
      （３）四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更（１号、２号及び３ 
            号原子炉施設の変更）について（一部補正） 
      （４）「加速器を利用した研究開発に係る課題調査」について 
      （５）モスクワ原子力安全サミットの結果について 
      （６）その他 
 
4.審議事項 
      （１）議事録の確認 
            第２８回原子力委員会定例会議議事録（案）が了承された。 
      （２）動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の 
            事業の変更の許可について（答申） 
            平成８年２月２６日付け７案（核規）第８９０号をもって諮問のあった 
            標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 
            第１６条第３項において準用する同法第１４条第１項及び第２号（経理的 
            基礎に係わる部分に限る。）に規定する基準の適用については妥協なもの 
            と認め、内閣総理大臣あて答申することとした。 
              注）本件は、加工事業のために保有している原料の天然ウランの有効 
                  利用を目的とし、原料シリンダ（ＡＮＳＩ規格４８Ｙ）から原料 
                  （ＡＮＳＩ規格３０Ｂ）への天然ウランを詰め替えるとともに、 
                  第１貯蔵庫に一時貯蔵する工程を追加するもである。 
      （３）京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更（研究用原子炉施設の変更） 
            について（答申） 
            平成８年３月１日付け７安（原規）第３４０号をもって諮問のあった標記 
            の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 
            ２６条第４項において準用する同法第２４条第１項第１号、第２号及び 



            第３号（経理的基礎にか係る部分に限る。）に規定する規準の適用につ 
            いては妥協なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。 
              注）本件は、研究用原子炉（ＫＵＲ）における材料照射実験の性能向上 
                  を目的として、精密制御照射管を設置するものである。 
      （４）四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更（１号、２号及び３ 
            号原子炉施設の変更）について（一部補正） 
            平成８年３月２８日付け７資庁第１４３９３号をもって、通商産業大臣 
            から通知のあった標記の件について、通商産業省から説明がされ、引き 
            続き審議することとした。 
              注）本件は、平成８年２月１５日付け７資庁第１４３９３号をもって 
                  諮問を受けた標記申請について、申請書の本文及び添付書類の記 
                  述の適正化を図るため、一部補正を行なうものである。 
      （５）「加速器を利用した研究開発に係わる課題調査」について 
            標記の件について、柴田東京大学原子核研究所教授より、説明があった 
      （６）モスクワ原子力安全サミットの結果について 
            標記の件について、外務省より、４月１９日、２０日に開催された 
            本サミットの結果概要と評価について報告があった。 
 
  




